
各種要件 

上記要件のすべてを満たす生産者が優先されます。 

お問い合わせは… 新庄市農林課 農業振興室 TEL 0233-29-5836 
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各種要件 

お問い合わせは… 新庄市農林課 農業振興室 TEL 0233-29-5836 

 

令 和 ４ 年 度 産 「 つ や 姫 」 生 産 者 募 集 ！ ！ 

【募集期間】 令和３年９月１０日(金)  （認定申請書の提出期限）       

 7/30に山形「つや姫」ブランド戦略推進本部より令和４年産つや姫の生産量が示され、県

全体で９，９００ｈａと前年比で１００ｈａの増となりました。このうち、新庄市における増加分

は４ｈａとなっております。 

 若干の募集ではありますが、新規作付の希望及び既存作付面積の変更等に関しては、所

属する生産者組織へお早めにご相談ください。 
                       

  

1.基本要件 

 （１）栽培適地内に水田を有すること。 

 （２）栽培マニュアル及び品質・食味・栽培基準を遵守すること。 

 （３）種子の再譲渡と自家採種を行わないこと。 

 （４）収穫物は自家消費を除き全量出荷（販売）すること。 

 （５）「つや姫」出荷基準基本方針に基づき自主仕分けに取り組むこと。  （玄米たんぱく質含有率 6.4％ 

以下等） 

 （６）つや姫ブランド推進に係る各種制度・提出物の遵守、「つや姫」のブランド化の推進に協力すること。 

 

2.面積要件 

（１）稲作を経営の柱とし、水田経営面積が３ｈａ以上であること。 

（２）「つや姫」の最低作付面積が概ね６０ａ以上(有機栽培の場合は２０ａ以上)であること。 

 

3.栽培要件 

  有機栽培、特別栽培のいずれかを行っていること。（第三者からの認証が必要） 

 

4.販売要件 

  集荷団体への出荷等、具体的な販売（出荷）計画を有してること。（販売計画書の提出が必要） 

   

5.その他 

  市農業再生協議会が提示する「生産の目安」に基づく需要に応じた米生産に協力していること。 

 

 

※このほか、上記のうち面積要件を満たさない場合の認定（中小規模生産者の特別認定）についても、所属

する生産者組織へご相談ください。 

 

   

令 和 ４年 度 産 「雪 若 丸 」生 産 組 織 募 集 ！！ 

【募集期間】 令和３年９月１０日(金) 

 「雪若丸」は「つや姫」と異なり、生産組織を登録し、登録された生産組織が生産者を選定
する仕組みとなります。詳しくは、出荷している集荷業者（JA、米集業者など）にお問い合わ
せください。 
【雪若丸の生産登録フロー】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.生産組織の要件 

 （１）JA等の水稲部会、３戸以上の農業者で構成する組織、農事組合法人等で、定款又は

規約を有していること。 

 （２）生産組織が有する水稲作付面積が１０ｈａ以上であること。 

 （３）生産組織の構成員すべてが、市農業再生協議会が提示する生産の目安に基づく需要

に応じた米生産に協力していること。 

 （４）「雪若丸」の具体的な販売計画を有すること。 

 （５）「雪若丸」の種子の再譲渡や自家採種は行わないこと。 

 （６）「雪若丸」ブランド化戦略の推進に協力すること。 

 

2.栽培要件 

 （１）栽培マニュアルに基づいた栽培を行うこと。 

 （２）生産戦略に掲げるガイドラインに基づく生産方式を組織が設定し、責任を持って栽培

管理を行うこと。  

 

 

 

 農家全戸配布  令和３年８月２５日 （４２１号） －お問合せ－ 

新 庄 市 農 林 課 

 0 2 3 3 - 2 9 - 5 8 3 5 

Fax.0233-22-0989 
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最上総合支庁農業技術普及課からのお知らせです。 


